
北海道防衛局

平成２８年１月

電子入札の導入（物品・役務）について



電子調達システムとは：

これまで物品・役務等の入札・開札業務については、一部の府省等において電子化されていた（いわゆる「電子入札システ
ム」）ものの、契約や納入検査、請求については電子化されていませんでした。それが、電子調達システムを利用することにより、
これまで電子入札システムで処理していた入札・開札に係る業務も含め、物品・役務等の調達手続に係る一連の業務がインター
ネット経由で電子的に処理できるようになります。また、電子調達システムは府省共通のシステムとして運用されるものであり、
利用機関の調達案件であれば、本システムを窓口として統一化された手続で処理することができます。セキュリティ面において
は、電子調達システムでは暗号化技術や電子認証技術を使用し、安全に調達手続が行えるようにしています。

１

北海道防衛局が導入する電子入札

北海道防衛局が導入する物品･役務に係る電子入札とは、府省共通のシステムである電子調達システムのうち
の電子入札です。（下図参照）

（注）公共工事に係る電子入札システムと異なりますので、ご注意下さい。
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電子調達システムの適用範囲



１ 電子入札を導入する契約方式

当面の間、随意契約及び一般競争入札の案件について、電子入札を導入するこ
ととしております。

２ 導入時期

平成２７年度中（平成２８年３月頃を予定）

※ 全ての随意契約及び一般競争入札の案件を電子入札により行うものではな
く、徐々に導入の件数を増やしていくこととしております。

（１） 随意契約
電子入札により商議を行う案件の選定については、契約予定相手方の体制が
整っていることを確認の上、官側から連絡させて頂きます。

（２） 一般競争入札
・ 一般競争入札において、電子入札による場合でも、これまでと同様に紙入
札による入札参加も可能です。
・ 一般競争入札において、電子入札により入札を行うことができる案件は、
公告に電子入札により入札を行うことができる旨、明記します。

２

電子入札の導入について



３

電子入札の導入に際してのお願い

○ 電子証明書の取得

電子入札により入札を行う場合には、電子証明書の取得が必要になります。

電子証明書の取得方法は、政府電子調達（ＧＥＰＳ）のホームページを参照して下
さい。

また、電子調達システムの利用に必要なソフトウエア環境（ＯＳ、プラウザ、Ｊａｖａ
実行環境）、ハードウェア環境（CPUなど）及びネットワーク環境（プロトコルなど）につ
いてもＧＥＰＳのホームページに掲載されていますので、同ホームページを参照して
下さい。

（URL:  https://www.geps.go.jp/）



１ 弊社としては、初めて導入するシステムであり、動作確認のために弊社と官側との間において模擬練
習を行うことはできますか。

（答）政府電子調達（ＧＥＰＳ）のＨＰに掲載されている「Ｗｅｂチュートリアル」を利用して練習することが可能
です。

２ 電子証明書を取得するのにどれくらいの期間を要しますか。

（答）「書類に不備がなければお申し込み書一式が弊社に到着後、１週間～１０日ほどでお届けできるかと
思いますが、お届け日時は、お約束いたしかねます。（ＮＴＴネオメイト ＨＰより）」

３ 電子証明書を取得するための費用はいくらですか。

（答）

（ＮＴＴネオメイト ＨＰより）

４

よくある質問 （ＦＡＱ）

有 効 期 間 １枚のみご購入の場合 ２枚のみご購入の場合

１年（＋１ヶ月） １５，０００円（税抜） × 枚数

２年（＋１ヶ月） ２３，８００円（税抜） ２０，０００円（税抜）×枚数

３年（＋１ヶ月） ３３，０００円（税抜） ３０，０００円（税抜）×枚数

４年（＋１ヶ月） ４２，０００円（税抜） ３８，０００円（税抜）×枚数



４ 弊社では、既に他の部門において、既に電子証明書を取得していますが、防衛部門でも電子証明書を
取得したいと考えていますが、弊社で複数枚の電子証明書を取得することはできますか。

（答） 複数の端末で電子調達システムを利用することができますので、複数の電子証明書を取得すること
ができます。ただし、利用者申請は、１事業者あたり１回のみとなります。

５ 防衛装備庁の中央調達の電子証明書を保有しているのですが、その電子証明書を用いて地方調達
の電子入札を行うことができますか。

（答） 政府電子調達（ＧＥＰＳ）のホームページに掲記されている認証局が発行する電子証明書を取得され
ていれば、新たに電子証明書を取得する必要はなく、その電子証明書を用いて電子入札を行うことが
できます。

（認証局） (株)ＮＴＴネオメイト
ジャパンネット(株)
セコムトラストシステムズ(株)
(株)帝国データバンク
電子認証登記所
東北インフォメーション・システムズ(株)
日本電子認証(株)

５

よくある質問 （ＦＡＱ）


